
割賦販売法施行規則 
 別表第一 
一 次の算式により算定すること。 

Ｒ＝Ｆ÷（Σ（ｎＵｉ・Ｔｉ）） 

  ｉ＝１ 

イ この式において、Ｒ、Ｆ、ｎ及びＴｉは、それぞれ次の値を表すものとする。 

Ｒ 割賦手数料（ローン提携販売にあつては、融資手数料、包括信用購入あつせん

又は個別信用購入あつせんにあつては、包括信用購入あつせん又は個別信用購入

あつせんの手数料。以下同じ。）の料率 

Ｆ 割賦手数料の総額 

ｎ 支払回数（ローン提携販売にあつては、返済回数）Ｔｉ 前回の賦払金（ローン

提携販売にあつては、分割返済金、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつ

せんにあつては、支払分。以下同じ。）の支払日から当該賦払金の支払日の前日ま

での期間又は契約の締結された日から第一回の賦払金の支払日の前日までの期間

（年を単位として表すものとする。）。ただし、契約の締結された日から第一回の

賦払金の支払日の前日までの期間については、当該期間が二月未満の場合は、十

二分の一年とすることができる。 

ロ Ｕｉは、次の値とし、当該値を算式に代入してＲを計算するものとする。 

（１） ｉが一のときは、商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格

（割賦販売業者（ローン提携販売にあつては、ローン提携販売業者、包括信用購入

あつせん又は個別信用購入あつせんにあつては、包括信用購入あつせん関係販売業

者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関

係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者。以下同じ。）が購入

者等から頭金若しくは初回金又は申込金の支払を受けている場合にあつては、これ

らの金額を控除した額） 

（２） ｉが二以上のときは、次に掲げる値 

   Ｕｉ＝Ｕｉ－１－｛Ｐｉ－１－（Ｒ・Ｕｉ－１・Ｔｉ－１）｝ 

   Ｐｉは、各回の賦払金の額とする。 

（３） 賦払金の額が、第一条第二項第二号ロ、第二十七条第一項第三号又は第三十

六条第二項第二号ロに掲げる場合に該当する場合にあつては、賦払金の額がすべて

等しいものとして計算することができるものとし、第一条第二項第二号ハ、第二十

七条第二項第二号ハ又は第三十六条第二項第二号ハに掲げる場合に該当する場合に

あつては、特定月の賦払金又は特定の二月の賦払金を除く賦払金の額がすべて等し

いものとして計算することができる。 

二 前号の算式により、Ｕｉの値を同号ロに掲げる値に代えて、次に掲げる値として算定す

ること。 



（１） ｉが一のときは、商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格

（割賦販売業者が購入者等から頭金若しくは初回金又は申込金の支払を受けている

場合にあつては、これらの金額を控除した額） 

（２） ｉが二以上のときは、賦払金の支払日の前日における元本の額 

三 次の算式により算出すること。 

 Ｒ＝ｒ÷Ｔ 

 この式において、Ｒ、ｒ及びＴは、それぞれ次の値を表すものとする。 

Ｒ 割賦手数料の料率 

ｒ 一の時期に支払うべき割賦手数料の額を、当該手数料を算出するための基準日にお

ける元本の額で除した値 

Ｔ 弁済金を支払うべき時期と時期との間隔（年を単位として表すものとする。）  


